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文教常任委員会 所管事務調査報告書 

 

                         

                   委 員 長  西田 政充 

                   副委員長  大橋 智洋 

                   委  員  松岡ちひろ  岡沢 龍一 

                         工藤 衆一  千葉 清司 

                         山口  勤  藤田 幸久 

 

１．調査事件 

  枚方市の小中一貫教育について 

 

２．調査状況 

（１）常任委員会 

   平成２７年 ８月 ５日（水）  教育委員会からの資料説明、質疑応答 

   平成２７年 ９月１６日（水）  教育委員会からの資料説明、質疑応答 

   平成２７年１０月１９日（月）  委員間協議 

   平成２７年１１月２０日（金）  所管事務調査報告（案）の提示 

   平成２７年１２月１１日（金）  所管事務調査報告（案）の再提示 

   平成２７年１２月１７日（木）  所管事務調査報告（案）の確定 

 

（２）視察調査 

   平成２７年 ９月１７日（木）  凌風学園（京都市）、 

                   千里みらい夢学園（吹田市） 

   平成２７年１０月１６日（金）  山田東小学校、殿山第一小学校 

 

３．調査目的 

 近年、子どもの発達段階や成長過程の変化を背景に、小中一貫教育に取り組む

自治体が増加している。このような中で、本市においても、小中一貫教育の導入

に向けた検討が進められ、平成２８年度からは、これまで取り組んできた小中連

携の成果と課題を踏まえた上で、義務教育９年間を見通した教育活動が全ての中

学校区で展開される予定となっている。 

 本市の学校教育が転換期を迎える中、平成２７年度の文教常任委員会では、小

中一貫教育が一人一人の児童、生徒にとってよりよいものとなるよう、「枚方市の
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小中一貫教育について」をテーマに所管事務調査を行ったものである。 

 

４．調査内容 

（１）小中連携教育の取り組みについて 

本市における小中一貫教育の導入は、平成２２年度から実施されてきた小中連

携事業の取り組みを基盤に進められている。 

この小中連携事業は、当時全国的に課題となっていた中１ギャップの解消や、

小・中学校間の連続性の確保を重視した平成２０年の学習指導要領の改訂に対応

することを目的に、中学校区を単位として、第１期（平成２２年度～平成２４年

度）では、「学習規律の確立」、「学びの連続性の確立」、「家庭・地域との連携」、

「交流活動」という４つの柱を設定し、また第２期（平成２５年度～平成２７年

度）では、各教科・領域について、義務教育９年間を見据えたカリキュラムの作

成、実践及び検証などに重点を置いて行われている。 

本委員会の調査では、教育委員会からの資料提示と説明に加え、中学校教員に

よる小学校での英語授業などの視察を実施し、各中学校区における小中連携の取

り組みが、小・中学校教員の相互理解の促進や、小学校から中学校への円滑な接

続に一定寄与していることが確認できた。 

 

（２）小中一貫教育の導入について 

平成２８年度からの小中一貫教育では、小・中学校間の段差に起因する不登校

や、低年齢化、複雑化する問題行動等が引き続き生じていること、さらには児童、

生徒の学力及び学習意欲の向上といった課題等への対応を図るため、小中連携教

育の取り組みをより継続性、一貫性のあるものへと発展させることとしている。 

具体的には、「９年間を見通した教育課程の創造と小・中学校の円滑な接続」、

「中学校区の指導力と組織力の向上」という２つの柱に基づき、全ての中学校区

に共通する施策として、①確かな学びの育成、②自立の力の育成、③特色ある一

貫教育の推進、④小・中学校間の円滑な接続、⑤共同体組織の構築、⑥事務連携

の推進の６つを掲げている。 

そのうち、まず、①、②では、教員が教育課程の構造及び授業における独自性、

連続性を理解し、小・中学校で一貫性のある指導を行うことで、授業力の向上か

ら学力向上につなげるとともに、各中学校区における道徳教育やキャリア教育と

いった取り組みを充実、発展させていくことなどを内容としている。 

次に、③では、現行制度の範囲内において、９年間を４・３・２制や５・４制
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に区分するなど、子どもの発達段階に応じた教育や、英語教育、ＩＣＴを活用し

た教育を内容とするグローバル科の創設などを検討することとしている。 

次に、④では、中学校登校や乗り入れ授業などの実施を、⑤では、中学校区を

一つの共同体として運営していくための組織づくりや小・中学校合同での授業研

究を、⑥では、中学校区を単位として、地域と一体となった学校づくりなどを進

めることとしている。 

以上のように、全ての中学校区に共通する施策としてさまざまな取り組みが予

定されているが、各中学校区が現状や課題に応じて個々に取り組むべきメニュー

を判断し、実施していくこととしている。 

 

（３）学校施設のあり方について 

小中一貫教育には、施設一体型、施設分離型の大きく分けて２つの施設形態が

あるが、施設一体型の小中一貫校については、施設整備に関し財政面を含め多く

の課題があることから、本市では、既存の小・中学校施設を生かした施設分離型

による小中一貫教育を基本としつつ、小規模校や老朽化といった課題を有し、そ

れらの整備に際し新たな用地取得を要しないなどの条件が整う場合に限り、設置

も視野に入れた検討を行うこととしている。 

本委員会では、先進都市研修として、小中９年間の一貫した生活指導、学習指

導により、学習規律の確立や学力の向上といった面で成果を上げている施設一体

型の事例、小学６年生による中学校登校を毎週実施することで、小・中学校間の

段差の解消につなげている施設分離型の事例をそれぞれ視察した。 

 

５．委員会における主な提言・意見要旨 

（１）小中一貫教育の基本的な方向性について 

【委員会としての提言】 

○ 小・中学校間の段差から生じる諸問題への対応、学力を初めとした教育効果

の向上に向けて、小中９年間の連続性、系統性を生かした教育を推進し、児童、

生徒の学びや育ちをつないでいくことが必要である。平成２８年度からの小中

一貫教育により、小・中学校の滑らかな接続や教職員間の連携強化が図られる

こととなるが、小・中学校間の打ち合わせや交流活動など、教員の負担感が増

加するおそれがあることから、一人一人の児童、生徒に向き合う時間を確保す

るため、引き続き、教員の確保やＩＣＴの活用など、多忙化解消のための取り

組みを進めること。 
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【各委員から出された意見】 

○ 義務教育においては、子どもたちの教育内容に差があってはならない。モデ

ル校をつくって取り組みを行うことなども想定されるが、中学校区間で教育格

差が生まれないように留意すること。 

○ 小中一貫教育では、校種を超えた教職員の連携や、家庭、地域と一体となっ

た取り組みが必要となる。したがって、その導入に当たっては、教育委員会だ

けで進めるのではなく、保護者や現場の教職員の意見をしっかりと聞きながら

行うこと。 

○ 子どものしつけや道徳心の涵養など、それらを全て学校で行うとなると、教

職員の負担は一向に軽減されない。多忙化の解消に向けて、学校、家庭、地域

の役割を明確にすること。 

○ ６つの共通施策については、その実施を決して強制することなく、各中学校

区が課題等の状況に応じて主体的に行うことができるよう配慮すること。 

 

（２）小中一貫教育の具体的な取り組みについて 

【各委員から出された意見】 

≪確かな学び、自立の力の育成について≫ 

○ 全国学力・学習状況調査の結果のみにとらわれることなく、知、徳、体のバ

ランスのとれた生きる力の育成に努めること。 

 

≪特色ある一貫教育の推進について≫ 

○ 特色ある取り組みを行う際には、英語教育であれば英語教育指導助手（ＪＴ

Ｅ、ＮＥＴ）を活用して小学１年生から実施するなど、児童、生徒の能力を伸

ばすという視点に立ち、その内容を検討すること。 

○ 義務教育においては何が必要かという公教育の役割を踏まえた上で、小中一

貫教育を進めること。 

○ 学習に困難を抱える子どもたちの可能性を高める手段として、ＩＣＴを効果

的に活用した実践に期待が寄せられている。教科指導でのタブレット端末の有

効活用などを含め、本市においても小中一貫教育における支援教育のあり方を

検討していくこと。 

○ 子どもの学力向上のため、小学校における教科担任制を初めとしたさまざま

な手法を研究し、特色ある取り組みとして実践すること。 

 



- 5 - 

 

≪小・中学校間の円滑な接続について≫ 

○ 中学校登校により授業やクラブ体験を行うことで、小学生は中学校進学後の

イメージをつかむことができる。小・中学校間の段差の解消につながる取り組

みであり、本市でも実施することが望ましい。また、中学校登校をより効果的

なものとするためには一定の頻度を確保することも必要である。 

○ 小中一貫教育を導入している先進市の視察において小１プロブレムへの対応

が課題として挙げられており、就学前を含めた１０年間で取り組みを行うこと

が現実的である。今後は、保育所、幼稚園を加え、１０年間を通じた系統的な

教育として実施していくこと。 

 

≪共同体組織の構築について≫ 

○ 小中一貫教育を成功させるためには、教員の取り組み姿勢、学力観や指導 

観の共有が重要となるため、中学校区としての研修を充実させるなど、共同体

として進めるということに留意すること。 

○ 学校業務の精査や改善を行うとともに、教員力を向上させる小中一貫のカリ

キュラムを作成、実践すること。 

○ 教員の指導力向上のため、教職員研修に創意工夫を加え、各中学校区におけ

る教科ごとの部会の設置や合同研究など、校種を超えた研究を深める取り組み

を支援すること。 

○ 算数の指導方法が統一されていないことなどにより、中学進学時点で学力に

差のつきやすい数学などの科目については、校種を超えた連携により連続性の

あるカリキュラムを作成、実践し、授業改善を行うこと。 

○ 中１ギャップなど発達段階特有の段差への対応を含めた生きる力の育成に当

たり、学校、中学校区が、専門家の活用も含め、チームとして子どもを支援す

る体制を整えること。 

 

≪事務連携（地域連携）の推進について≫ 

○ 教育委員会だけで進めるのではなく、コミュニティ・スクールなどの取り組

みによって学校と地域との信頼関係を構築した上で、地域との連携のもと、中

１ギャップなど教育課題の解決に努めること。 

○ 小・中学校間の縦の一貫教育とともに、横の一貫教育として、学校、家庭、

地域が協働した地域ぐるみの教育を推進すること。 
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○ 児童、生徒への指導に当たっては、家庭教育との連携を図るべきであり、子

ども会などの活動を通じ、保護者とのつながりを深めることのできるような取

り組みを行うこと。 

○ 地域の高齢者の知恵を教育現場に生かせる仕組みを検討すること。 

 

（３）学校施設のあり方について 

【各委員から出された意見】 

○ 少子化の進行に伴い小規模校が増加していく中で、学校規模による教育格差

が生じないよう、子どもの人数に合わせた適正な施設配置が必要となる。施設

分離型の小中一貫教育の実施とあわせ、可能な範囲で取り組みを進めていくこ

と。 

○ 少子化により増加する空き教室において、幼児などが高齢者と触れ合うこと

によりさまざまな学びを得ることができる場を設けるなど、その有効活用を検

討すること。 


